
令和2年6月16日

No. 頁・項 質問内容 回答

1
「資格審査申請書他すべての提出書類は、本社（本店）名で申請す
ること」とありますが、申請書類を本社名とし、委任状記載の委任事
項は支店名という認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

2
入札及び契約保証金について、免除申請における契約実績とは賃
貸借契約の場合、過去2年以内の契約実績とは賃貸借開始実績と
いう認識でよろしいでしょうか。

契約期間（業務履行期間）及びその業務完了日が直近２箇年以内
にあるものを契約実績の対象とします。なお、複数年にわたる各
年度または各月毎に履行確認している場合には、直近２箇年以内
に履行確認が完了している部分（期間分）を契約実績の対象とす
ることができます。

3
入札金額は補助金交付額を考慮しない月額賃貸借料（消費税別）と
いう認識でよろしいでしょうか。

全960台のうち、補助金額（639台×45,000円）については、文部科
学省の定める規定に基づく支払い条件となります。入札金額は、
その他の支払いについて、賃貸借期間である61月で除した月額賃
貸借料を記載してください。

4
賃貸借期間は令和2年9月1日から令和7年9月30日の61ヵ月の長期
継続契約でお間違いございませんでしょうか。

賃貸借期間は、令和2年9月1日から令和7年9月30日
の61か月の契約となります。

5

本務業務は文部科学省の要綱に定めた公立学校情報機器整備費
補助金を活用とありますが、既に補助金額内定通知は取得されてお
りますでしょうか。取得されておりましたら写しの開示は可能でしょう
か。

現時点でまだ補助金額内定通知を取得していませ
ん。

6
No.5について内定通通知が未取得の場合、今回の補助金額は購入
台数×45,000円という認識でよろしいでしょうか。

639台に45,000円を乗じた金額となります。

入札説明書

入札説明書

仕様書

仕様書

入札説明書

一般競争入札についての質問に対する回答

公告年月日
業 務 名

資格申請書類

実施機関名 和歌山県教育庁教育総務局総務課
令和2年6月9日
和歌山県立中学校学習者用コンピュータ賃貸借業務

資料



No. 頁・項 質問内容 回答資料

7
補助金額確定後に契約金額変更書を取り交わす認識でよろしいで
しょうか。

補助金額は国からリース業者へ直接支払われる予定
のため、補助金額を除いた金額で契約することとなり
ますが、交付申請額と交付決定額が違う場合、契約
金額の変更の可能性があります。

8
補助金共同申請にあたり発注者-受注者間で定めた補助金業務に
関する覚書等を取り交わしいただくことは可能でしょうか。

地方公共団体とリース事業者の間で補助事業におけ
る補助金返還の責任（求償）等について、契約書で定
めます。

9
受注者への補助金支払いは業務完了報告書提出後何日後となりま
すでしょうか。

想定では、業務完了報告書提出後、約1か月半～2か
月程度で補助金の支払いが可能となります。

10
一般的な動産総合保険は、置き忘れ等使用者責における事故や地
震、地震に起因する津波、機器の経年劣化は免責となりますが問題
ございませんでしょうか。

ご認識のとおりです。

11
物件にかかる固定資産税の納付は必要ない認識でよろしいでしょう
か。

契約期間終了後、本業務により納入したすべての機
器等の所有権は県に帰属するものであり、非課税とな
ります。

12
財産処分時の補助金返還について、対象機器が解約処分された場
合、補助金の返還はございますでしょうか。その際、発注者の責にて
返還対応していただく認識でよろしいでしょうか。

明らかな債務不履行や重過失が認められる場合（例えば
リース事業者が支払いを受けたが、端末のリースを行わな
かった場合）や故意に仕様と異なる性能の劣る端末を地方
公共団体を欺いてリースした場合などは、受注者に返還が
求められます。発注者に返還が求められる場合は、過剰に
端末台数を申請した場合などが考えられます。

13 現段階で学校の統廃合の計画はございますでしょうか。
再編整備計画は進めておりますが、現時点で対象校
等の詳細は決定していません。

14
新型コロナウイルス等受注者の責によらない納期遅延については協
議頂くことは可能でしょうか。

落札業者と協議の上、決定します。

仕様書

仕様書
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仕様書
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15
物件の納品、検査、保守については第三者へ再委託となりますがお
認め頂けますでしょうか。

仕様書に記載する要件を満たしていれば差し支えあ
りません。

16
発注者の責における契約解除（予算削減時等）の際は損害金（残
リース料）をお支払いただけますでしょうか。

落札業者と協議の上、決定します。

17
発注者、受注者ともに責任無い場合の物件の滅失は契約を解除（代
替品準備責任は無い）する認識でよろしいでしょうか。

機器本体及び周辺機器等の故障等については、保守
または動産総合保険により対応してください。

18
過去に賃貸借契約で契約解除となった実績はございますでしょう
か。

県教育委員会で調達した教員用及び生徒用ＰＣにつ
いては、過去１０年間で契約解除となった実績はござ
いません。

19 質問申出書は提出者のみに回答されますでしょうか。
質問提出者への回答及び和歌山県役務調達等公開
システムに掲載します。

仕様書

その他

仕様書

仕様書

仕様書


